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(57)【要約】
【課題】内壁下地材の取り付けを不要にでき、特に窓枠
及び窓枠カバーの固定性に優れるとともに、良好な施工
性を有する仮設建物の壁構造を提供すること。
【解決手段】複数の外壁柱２と、外壁柱２に固定される
外壁面材１と、外壁柱２間に配設されて外壁面材１を固
定する、外壁柱２よりも水平断面における高さの低い複
数の外壁下地材３と、外壁下地材３の室内側面に取付け
られているスペーサー金具８と、外壁柱２とスペーサー
金具８に固定される内壁面材２０Ｂと、を有する、仮設
建物の壁構造１５０において、外壁面材１には矩形輪郭
の窓開口１９０が設けられ、窓開口１９０には窓枠１９
２が取り付けられ、窓開口１９０の室内側には矩形輪郭
に沿う窓用下地材１８０が配設されており、窓用下地材
１８０に対して固定金物１３０が配設され、固定金物１
３０に矩形輪郭の窓枠カバー１１０が固定されている。
【選択図】図１８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定間隔を置いて配設された複数の外壁柱と、
　複数の前記外壁柱に固定される外壁面材と、
　前記外壁柱間に配設されて前記外壁面材を固定する、該外壁柱よりも水平断面における
高さの低い複数の外壁下地材と、
　前記外壁下地材の室内側面に取付けられているスペーサー金具と、
　前記外壁柱と前記スペーサー金具に固定される内壁面材と、を有する、仮設建物の壁構
造において、
　前記外壁面材には矩形輪郭の窓開口が設けられ、該窓開口には窓枠が取り付けられ、該
窓開口の室内側には前記矩形輪郭に沿う窓用下地材が配設されており、
　前記窓用下地材に対して複数の固定金物が配設されており、
　複数の前記固定金物に矩形輪郭の窓枠カバーが固定されていることを特徴とする、仮設
建物の壁構造。
【請求項２】
　所定間隔を置いて配設された複数の外壁柱と、
　複数の前記外壁柱に固定される外壁面材と、
　前記外壁柱間に配設されて前記外壁面材を固定する、該外壁柱よりも水平断面における
高さの低い複数の外壁下地材と、
　前記外壁下地材の室内側面に取付けられているスペーサー金具と、
　前記外壁柱と前記スペーサー金具に固定される内壁面材と、を有する、仮設建物の壁構
造において、
　前記外壁面材には矩形輪郭の窓開口が設けられ、該窓開口には窓枠が取り付けられ、該
窓開口の室内側には前記矩形輪郭に沿う窓用下地材が配設されており、
　前記外壁下地材には複数の支持金具が固定されており、
　複数の前記支持金具に対してそれぞれ固定金物が配設されており、
　複数の前記固定金物に矩形輪郭の窓枠カバーが固定されていることを特徴とする、仮設
建物の壁構造。
【請求項３】
　前記固定金物と前記窓枠カバーの間に合板が介在していることを特徴とする、請求項１
又は２に記載の仮設建物の壁構造。
【請求項４】
　前記固定金物と前記合板と前記窓枠カバーが建て付け前に予めユニット化されているユ
ニット部材であることを特徴とする、請求項３に記載の仮設建物の壁構造。
【請求項５】
　前記外壁柱の室内側の上下位置に上ランナーと下ランナーを有し、
　それぞれの前記外壁下地材の室内側の側面に上下方向に間隔を置いて複数段の前記スペ
ーサー金具を有し、それぞれの段の前記スペーサー金具に対してそれぞれ共通する横目地
が取り付けられており、
　前記下ランナーと前記横目地によって上下から下方の内壁面材が挟まれて固定され、前
記上ランナーと前記横目地によって上下から上方の内壁面材が挟まれて固定され、上下方
向に並ぶ複数の前記内壁面材によって内壁面材ユニットが形成されており、
　複数の前記内壁面材ユニットが、前記外壁柱の並び方向に配設されていることを特徴と
する、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の仮設建物の壁構造。
【請求項６】
　前記下方の内壁面材と前記上方の内壁面材の間に中間の内壁面材を更に有し、上下関係
にある前記横目地によって上下から該中間の内壁面材が挟まれて固定されていることを特
徴とする、請求項５に記載の仮設建物の壁構造。
【請求項７】
　隣接する前記内壁面材ユニットの間に、縦目地が差し込まれていることを特徴とする、
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請求項５又は６に記載の仮設建物の壁構造。
【請求項８】
　前記内壁面材がグラスウールボードであることを特徴とする、請求項１乃至７のいずれ
か一項に記載の仮設建物の壁構造。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮設建物の壁構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋外イベントのための仮設アリーナや、震災後において早急な施工を要する仮設住宅、
仮設の宿泊施設等、様々な用途に仮設建物が供されており、また施工が予定されている。
ここで、図１を参照して、従来の仮設建物の壁構造の一例を説明する。図１は、従来の仮
設建物の壁構造の横断面図であり、この横断面（水平断面）を上から見た図である。
【０００３】
　図１に示す仮設建物の壁構造２００は、金属サイディングボードや窯業系サイディング
ボード等からなる外壁面材１が、軽量鉄骨の角形鋼管等からなる外壁柱２にビス止めされ
、内壁面材６も同様に外壁柱２に固定されるとともに、内壁面材６はさらに複数の軽量溝
形鋼等からなる内壁下地材４に固定されてその全体が構成されている。外壁面材１は、外
壁柱２のみならず、外壁柱２の間に配設されている軽量溝形鋼等からなる外壁下地材（間
柱）３にも固定されている。外壁柱２の室外側面には、例えば乾式の縦目地１ａを介して
その左右に外壁面材１が取り付けられている。
【０００４】
　また、外壁柱２の側面には側方に張出すプレート２ａが溶接されており、外壁面材１の
幅方向端部には、軽量溝形鋼等からなる鉛直方向に延びた取付け縦胴縁１ｂがビス止めさ
れており、外壁柱２には外壁面材１が直接ビス止めされるとともに、取付け縦胴縁１ｂが
プレート２ａにボルト固定されることにより、外壁柱２に対する外壁面材１の取付けが図
られている。尚、外壁面材１と外壁下地材３や取付け縦胴縁１ｂを含めて、外壁パネルと
称することができる。
【０００５】
　壁構造２００の下端と上端には、外壁面材１の幅方向に延びる断面コの字状のランナー
がコの字の開口を内壁下地材４側に向けた姿勢で敷設されており、複数の内壁下地材４は
、これら上下に位置する断面コの字状のランナーに嵌め込まれ、固定されている。尚、図
１には、上下のランナーのうち、下方のランナー５を示している。内壁面材６は、外壁柱
２に固定されるとともに、上下のランナーに固定されている複数の内壁下地材４に固定さ
れている。すなわち、図１に示すように、外壁柱２と外壁下地材３の各壁厚方向の寸法ｔ
１、ｔ２は相互に相違するのが一般的であり、より詳細には外壁柱２の寸法ｔ１が相対的
に大きくなるのが一般的であることから、内壁面材６を外壁柱２と外壁下地材３の双方の
室内側面で固定することができない。そのため、従来の壁構造２００では、内壁面材６を
外壁柱２に固定するとともに、外壁柱２の室内側面と面一に配設された複数の内壁下地材
４にて固定する構成が採用されている。
【０００６】
　また、内壁面材６には、石膏ボードやケイカル板（ケイ酸カルシウム板）が一般に適用
されることから、内壁面材６の室内側の表面には、クロスなどの仕上げ材６ａが一般に設
けられる。また、内壁面材６が石膏ボード等から形成されていることから、外壁面材１と
内壁面材６の間の壁空間には、グラスウール等の断熱材７が充填されて仮設建物の断熱性
を保証している。
【０００７】
　このように、従来の仮設建物の壁構造２００では、内壁面材６を固定するための複数の
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内壁下地材４を必須の構成としており、仮設建物でありながら壁構造２００の形成に際し
て部品点数（特に、軽量形鋼の部品点数）が多くなるといった課題を有している。そして
、供用期間が比較的短い仮設建物でありながらも、内壁面材６を外壁柱２や内壁下地材４
にビス等で強固に固定することから、壁構造２００の施工や解体に手間と時間を要すると
いった課題を有している。
【０００８】
　また、内壁面材６の表面に仕上げ材６ａを設ける必要があり、さらには、外壁面材１と
内壁面材６の間の壁空間に断熱材７を充填する必要があることから、内壁下地材４の設置
と断熱材７の設置に起因して施工工程が多くなるといった課題も有している。
【０００９】
　ここで、吸音断熱材を建築物の内壁面に対して所定の間隔を設けて取付け可能とした吸
音断熱材取付け具が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】実開平５－５４７０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、仮に特許文献１に記載の吸音断熱材取付け具を従来の仮設建物の壁構造
に適用したとしても、内壁面材を固定するための複数の内壁下地材の取り付けを解消する
ことはできず、仮設建物の壁構造において部品点数が多いといった課題や施工工程が多い
といった課題を解消することはできない。
【００１２】
　また、仮に、内壁面材を固定するための内壁下地材を解消しながら、壁構造を形成する
何等かの部材に対して内壁面材を固定することを可能とした壁構造が提案できるとした場
合に、今度は、この壁構造に形成される窓枠と窓枠から室内側に張り出す窓枠カバーを如
何にして固定するかが新たな課題となり得る。尚、建設現場において、窓枠や窓枠カバー
の取り付けは一般に専門工である大工によりなされているが、本来的には施工性に優れて
いるはずの仮設建物の施工に関し、特にその壁構造の施工に際して異種の職方が錯綜する
ことにより、施工性の低下が懸念される。
【００１３】
　本発明は上記する問題に鑑みてなされたものであり、内壁下地材の取り付けを不要にで
き、特に窓枠及び窓枠カバーの固定性に優れるとともに、良好な施工性を有する仮設建物
の壁構造を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的を達成すべく、本発明による仮設建物の壁構造の一態様は、
　所定間隔を置いて配設された複数の外壁柱と、
　複数の前記外壁柱に固定される外壁面材と、
　前記外壁柱間に配設されて前記外壁面材を固定する、該外壁柱よりも水平断面における
高さの低い複数の外壁下地材と、
　前記外壁下地材の室内側面に取付けられているスペーサー金具と、
　前記外壁柱と前記スペーサー金具に固定される内壁面材と、を有する、仮設建物の壁構
造において、
　前記外壁面材には矩形輪郭の窓開口が設けられ、該窓開口には窓枠が取り付けられ、該
窓開口の室内側には前記矩形輪郭に沿う窓用下地材が配設されており、
　前記窓用下地材に対して複数の固定金物が配設されており、
　複数の前記固定金物に矩形輪郭の窓枠カバーが固定されていることを特徴とする。
【００１５】
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　本態様によれば、内壁下地材を不要としながら、室内側面が面一となっていない外壁柱
と外壁下地材のうち、水平断面における高さの低い（外壁面材から内壁面材までの寸法が
小さい）外壁下地材の室内側面にスペーサー金具を取付けたことにより、外壁柱と外壁下
地材に対して内壁面材を固定することができる。さらに、外壁面材において矩形輪郭の窓
開口が設けられてここに窓枠が取り付けられ、窓開口の室内側にある窓用下地材に対して
複数の固定金物が固定され、複数の固定金物に矩形輪郭の窓枠カバーが固定されているこ
とにより、窓枠及び窓枠カバーの固定性に優れた仮設建物の壁構造を形成できる。
【００１６】
　ここで、窓枠は例えばアルミニウム製のサッシであり、窓枠内には片引き窓や引違い窓
等の障子戸が取り付けられる。また、窓用下地材は、軽量角形鋼管や軽量溝形鋼等からな
る縦桟や横桟が枠状に組み付けられることにより形成される。また、固定金物は、平鋼等
が断面Ｌ型もしくは断面コの字型に曲げ加工されることにより形成される。さらに、窓枠
カバーは、例えば窓枠から内壁面材に亘る幅を有し、矩形輪郭の窓開口に応じた枠状を有
する。窓枠カバーが例えば窓枠から内壁面材に亘る幅を有していることから、窓枠カバー
の上には室内装飾品や書籍等を置くことができ、居住者が窓枠カバーの上に腰を下ろすこ
ともできる。
【００１７】
　尚、本態様の壁構造を有する仮設建物は、仮設住宅や仮設アリーナ等の供用期間の比較
的短い仮設建物の他にも、ビル等の地下や屋上に設けられた機械室等、一般建物の居室等
に付随する非居住施設等を含んでいる。
【００１８】
　また、本発明による仮設建物の壁構造の他の態様は、
　所定間隔を置いて配設された複数の外壁柱と、
　複数の前記外壁柱に固定される外壁面材と、
　前記外壁柱間に配設されて前記外壁面材を固定する、該外壁柱よりも水平断面における
高さの低い複数の外壁下地材と、
　前記外壁下地材の室内側面に取付けられているスペーサー金具と、
　前記外壁柱と前記スペーサー金具に固定される内壁面材と、を有する、仮設建物の壁構
造において、
　前記外壁面材には矩形輪郭の窓開口が設けられ、該窓開口には窓枠が取り付けられ、該
窓開口の室内側には前記矩形輪郭に沿う窓用下地材が配設されており、
　前記外壁下地材には複数の支持金具が固定されており、
　複数の前記支持金具に対してそれぞれ固定金物が配設されており、
　複数の前記固定金物に矩形輪郭の窓枠カバーが固定されていることを特徴とする。
【００１９】
　本態様によれば、外壁下地材に固定されている複数の支持金具にそれぞれ固定金物が固
定され、複数の固定金物に矩形輪郭の窓枠カバーが固定されていることにより、窓枠及び
窓枠カバーの固定性に優れた仮設建物の壁構造を形成できる。
【００２０】
　また、本発明による仮設建物の壁構造の他の態様は、前記固定金物と前記窓枠カバーの
間に合板が介在していることを特徴とする。
【００２１】
　本態様によれば、固定金物と窓枠カバーの間に合板が介在していることにより、合板に
て窓枠カバーを補強することができる。
【００２２】
　また、本発明による仮設建物の壁構造の他の態様において、前記固定金物と前記合板と
前記窓枠カバーが建て付け前に予めユニット化されているユニット部材であることを特徴
とする。
【００２３】
　本態様によれば、固定金物と合板と窓枠カバーがユニット部材であることにより、例え
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ば従来の窓枠の施工において専門工である大工による取り付けを要していたことを不要に
して、大工以外の一般の職方がユニット部材を壁構造に組み付けて窓枠周辺の構造を施工
することができ、仮設建物の壁構造の施工性を向上させることができる。ここで、ユニッ
ト部材は、枠状の窓枠カバーと、窓枠カバーの各片を補強する例えば四枚の合板と、枠状
の窓枠カバーに取り付けられている複数の固定金物とにより形成される部材であってもよ
い。また、その他、ユニット部材が枠状の窓枠カバーを構成する四つの片に分割された分
割部材であり、各分割部材が、直線状の窓枠カバーと合板と複数の固定金物を有しており
、現場にて四つの分割部材が枠状に組み付けられる形態であってもよい。
【００２４】
　また、本発明による仮設建物の壁構造の他の態様は、前記外壁柱の室内側の上下位置に
上ランナーと下ランナーを有し、
　それぞれの前記外壁下地材の室内側の側面に上下方向に間隔を置いて複数段の前記スペ
ーサー金具を有し、それぞれの段の前記スペーサー金具に対してそれぞれ共通する横目地
が取り付けられており、
　前記下ランナーと前記横目地によって上下から下方の内壁面材が挟まれて固定され、前
記上ランナーと前記横目地によって上下から上方の内壁面材が挟まれて固定され、上下方
向に並ぶ複数の前記内壁面材によって内壁面材ユニットが形成されており、
　複数の前記内壁面材ユニットが、前記外壁柱の並び方向に配設されていることを特徴と
する。
【００２５】
　本態様によれば、仮設建物の壁構造に関して、内壁下地材を不要とした内壁面材の具体
的な固定形態を提供することができる。ここで、上ランナーと下ランナーの間には、複数
段の横目地が配設されており、各横目地は、複数の外壁下地材に取付けられているスペー
サー金具に固定されている。すなわち、鉛直方向に延設する各外壁下地材の室内側の側面
には、複数段の横目地に対応した位置にスペーサー金具が取付けられている。本態様の仮
設建物の壁構造では、上ランナーと横目地と下ランナーとによって、内壁面材を上下から
挟み込んで固定することにより、外壁柱や外壁下地材（に取付けられているスペーサー金
具）に対して内壁面材の固定が図られる。
【００２６】
　また、本発明による仮設建物の壁構造の他の態様は、前記下方の内壁面材と前記上方の
内壁面材の間に中間の内壁面材を更に有し、上下関係にある前記横目地によって上下から
該中間の内壁面材が挟まれて固定されていることを特徴とする。
【００２７】
　本態様によれば、内壁面材ユニットが、上方の内壁面材と下方の内壁面材に加えて、一
つもしくは二つ以上の中間の内壁面材から形成されることにより、一つの内壁面材の寸法
を搬送や組み付けに好適な寸法に設定することができる。尚、中間の内壁面材が一つの場
合は、内壁面材ユニットを横切る横目地は二つであり、中間の内壁面材が二つの場合は、
横目地が三つとなる。
【００２８】
　また、本発明による仮設建物の壁構造の他の態様は、隣接する前記内壁面材ユニットの
間に、縦目地が差し込まれていることを特徴とする。
【００２９】
　本態様によれば、上下に並ぶ内壁面材から形成される内壁面材ユニットと内壁面材ユニ
ットの間に縦目地が差し込まれていることにより、室内側への内壁面材の倒れ防止を補強
しながら、縦目地を設けることによって内壁面材ユニットの横方向への並びに対してアク
セントを付与でき、室内側からの意匠性を高めることができる。
【００３０】
　また、本発明による仮設建物の壁構造の他の態様は、前記内壁面材がグラスウールボー
ドであることを特徴とする。
【００３１】
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　本態様によれば、グラスウールボードからなる内壁面材を有することにより、内壁面材
そのものが断熱性能を有しており、従って、外壁面材と内壁面材の間の壁空間に断熱材を
充填施工することを不要にしながら、仮設建物の断熱性を保証することができる。また、
内壁面材がグラスウールボードゆえに、石膏ボードのように表面仕上げ材の施工も不要に
できる。これらのことから、従来の仮設建物の壁構造に比べて施工工程を低減することが
でき、かつシンプルでありながら断熱性に優れた壁構造を提供することができる。さらに
、グラスウールボードは吸音性と不燃性を有することから、吸音性と不燃性を有する内壁
面材を備えた仮設建物の壁構造を形成することができる。
【００３２】
　尚、本態様では、従来の仮設建物の壁構造における内壁下地材を廃し、内壁面材として
比較的軟質なグラスウールボードを適用していることから、内壁面材に窓枠カバーを支持
させることはできない。しかしながら、上記するように、窓用下地材に取り付けられてい
る固定金物や外壁下地材に固定されている支持金具に取り付けられている固定金物を介し
て、窓枠カバーを強固に支持させることができる。
【発明の効果】
【００３３】
　以上の説明から理解できるように、本発明の仮設建物の壁構造によれば、内壁下地材の
取り付けを不要にでき、特に窓枠の固定性に優れるとともに、良好な施工性を有する仮設
建物の壁構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】従来の仮設建物の壁構造の一例の横断面図である。
【図２】実施形態に係る仮設建物の壁構造のうち、一般部の壁構造の施工方法の一例の工
程図である。
【図３】スペーサー金具の一例の斜視図である。
【図４】図２に続いて仮設建物の一般部の壁構造の施工方法の一例の工程図である。
【図５】壁構造の下端（床側）の一例の縦断面図である。
【図６】横目地の一例の斜視図である。
【図７】図４に続いて仮設建物の一般部の壁構造の施工方法の一例の工程図である。
【図８】図７に続いて仮設建物の一般部の壁構造の施工方法の一例の工程図である。
【図９】図８の状態における一般部の壁構造の縦断面図である。
【図１０】壁構造の上端（天井側）の一例の縦断面図である。
【図１１】図７に続いて仮設建物の一般部の壁構造の施工方法の一例の工程図であって、
縦目地を取付ける前の壁構造を室内側から見た斜視図である。
【図１２】縦目地の一例の斜視図である。
【図１３】図１１に続いて仮設建物の一般部の壁構造の施工方法の一例の工程図であって
、実施形態に係る仮設建物の一般部の壁構造の一例を室内側から見た斜視図である。
【図１４】縦目地が配設されている領域のうち、下方の内壁面材の途中で切断した横断面
図である。
【図１５】縦目地が配設されている領域のうち、下方の内壁面材の上方にある横目地の上
から見た横断面図である。
【図１６】窓枠周辺の壁構造に適用される、固定金物と合板と窓枠カバーのユニット部材
の一例の斜視図である。
【図１７】窓枠にユニット部材が取り付けられている、第１実施形態の窓枠周辺の壁構造
の一例の横断面図である。
【図１８】窓枠にユニット部材が取り付けられている、第１実施形態の窓枠周辺の壁構造
の一例の縦断面図である。
【図１９】窓枠にユニット部材が取り付けられている、第１実施形態の窓枠周辺の壁構造
の変形例の縦断面図である。
【図２０】窓枠にユニット部材が取り付けられている、第２実施形態の窓枠周辺の壁構造
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の一例の縦断面図である。
【図２１】支持金具の一例の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、実施形態に係る仮設建物の壁構造とその施工方法について添付の図面を参照しな
がら説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の構成要素については、
同一の符号を付することにより重複した説明を省く場合がある。
【００３６】
　［実施形態に係る仮設建物の壁構造とその施工方法］
　＜一般部の壁構造とその施工方法＞
　まず、図２乃至図１５を参照して、実施形態に係る仮設建物の壁構造のうち、一般部の
壁構造の一例とその施工方法の一例について説明する。ここで、「一般部の壁構造」とは
、壁構造のうち、窓枠周辺以外の領域の壁構造のことを示す。一般部の壁構造とその施工
方法を説明した後、図１６乃至図２１を参照して、仮設建物の窓枠周辺の壁構造について
説明する。
【００３７】
　図２において、二本の軽量鉄骨の角形鋼管等からなる外壁柱２の間に、軽量リップ溝形
鋼からなる四本の外壁下地材３が配設され、外壁下地材３同士は連続する溝形鋼９１にて
一体に連結された構面の一部を示す。この構面内には、丸鋼等からなるブレース９２が配
設されている。
【００３８】
　仮設建物の壁構造の施工方法では、まず、図２に示すように、壁構造を形成する外壁柱
２と外壁下地材３を建て込み、外壁柱２と外壁下地材３に不図示の外壁面材を取付けると
共に、外壁柱２等の室内側にはブレース９２を取付ける。
【００３９】
　さらに、外壁柱２の下端の室内側の側面に、下ランナーを形成する雌ランナー１１を配
設し、床板等に対してビス等にて固定する。この雌ランナー１１は後述する雄ランナーや
、後述する横目地や縦目地と同様に樹脂材料から形成されている。この樹脂材料は特に限
定されるものではないが、ポリエチレンやポリプロピレン等、適度の硬度を有し、適度の
変形性能を有する樹脂材料が好ましい。尚、図１に示す従来の壁構造のように、下ランナ
ーと上ランナーが共に断面コの字状の金物ランナーから形成されてもよい。
【００４０】
　また、図２に示すように、各外壁下地材３において、複数の共通するレベル位置にスペ
ーサー金具８を取付ける。図２には、二つのレベル位置において、各外壁下地材３に対し
てスペーサー金具８が取付けられている状態を示している。
【００４１】
　ここで、図３において、スペーサー金具の一例の斜視図を示す。図示するスペーサー金
具８は全体として金物から形成されており、不図示の横目地が取付けられるビス孔８１ａ
が開設されている取付け片８１と、取付け片８１に対して溶接等にて固定されている調整
ボルト８３と、調整ボルト８３に螺合して回転しながら取付け片８１との離間が調整され
る係合本体８２と、を有する。尚、取付け片８１にビス孔８１ａが開設されていなくても
よい。
【００４２】
　係合本体８２は、外壁下地材３のリップが挿通されるリップ挿通口８５と、リップ挿通
口８５に連通して溝形鋼の立片を調整ボルト８３の端面とともに挟み込む係合口８４と、
を有する。各外壁下地材３を形成する溝形鋼のリップをリップ挿通口８５に挿通させ、係
合口８４に挿入されている溝形鋼の立片に対して、取付け片８１を回転させながら調整ボ
ルト８４を立片に当接させ、さらに押圧させることにより、外壁下地材３の所定の位置に
おいてスペーサー金具８の取付けが行われる。以上が、実施形態に係る施工方法における
、ランナー及びスペーサー取り付け工程となる。



(9) JP 2020-51182 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

【００４３】
　次に、図４に示すように、下ランナー１０の雌ランナー１１の上に下方の内壁面材２０
Ａを載置し、雌ランナー１１に雄ランナー１２を嵌め込むことによって下ランナー１０を
形成すると共に、下ランナー１０にて下方の内壁面材２０Ａを下方位置にて固定する。内
壁面材２０Ａの横方向の長さは、隣接する二つの外壁柱２の芯間距離に相当する長さに設
定されている。図４に示すように、下方の内壁面材２０Ａが固定された状態において、下
方の内壁面材２０Ａの上端から、各スペーサー金具８の有する取付け片８１の上方の一部
が露出しており、ビス孔８１ａが同様に露出している。このように、下方の内壁面材２０
Ａを取付けた際に、ビス孔８１ａが上方に露出ように各スペーサー金具８を対応する外壁
下地材３に取付けておく。
【００４４】
　内壁面材２０Ａにはグラスウールボードが適用される。ここで、適用されるグラスウー
ルボードとしては、旭ファイバーグラス株式会社製のアクリア（登録商標）シリーズの、
例えばアクリアＧＣ等を適用できる。尚、以下で示す他の内壁面材２０Ｂ，２０Ｃにも同
様にグラスウールボードが適用されるが、内壁面材２０Ａを代表的に取り上げて説明する
。
【００４５】
　内壁面材２０Ａにグラスウールボードを適用することにより、内壁面材２０Ａそのもの
が断熱性能を有することとなり、従って、外壁面材１と内壁面材２０Ａの間の壁空間にお
いて、図１に示す壁構造２００のように断熱材７を充填施工することを不要にできる。ま
た、内壁面材２０Ａがグラスウールボードであることから、図１に示す壁構造２００の有
する内壁面材６である石膏ボードのように、表面仕上げ材の施工も不要にできる。
【００４６】
　これらのことから、グラスウールボードからなる内壁面材２０Ａを有する壁構造では、
従来の仮設建物の壁構造２００に比べて、施工工程を低減することができ、内部構成を可
及的にシンプルにしながらも、断熱性に優れた壁構造を形成できる。
【００４７】
　図５は、壁構造の下端（床側）の一例の縦断面図である。下ランナー１０の雌ランナー
１１は床板３０にビス留めされ、この上に、下方の内壁面材２０Ａが載置された後、雌ラ
ンナー１１に対して室内空間側から雄ランナー１２を嵌め込むことにより、下ランナー１
０が形成される。尚、図示例は、雌ランナー１１を床板３０に固定し、雄ランナー１２を
嵌め込む形態であるが、雄ランナー１２が床板３０に固定され、雌ランナー１１を嵌め込
む形態であってもよい。図５において、外壁下地材３の外側に固定されている外壁面材１
の下方には、土台水切り１ｄが取付けられている。
【００４８】
　図４に示すように、下ランナー１０に対して下方の内壁面材２０Ａを取付けた後、内壁
面材２０Ａの上端を横目地を介してスペーサー金具８に取付ける。ここで、図６は、横目
地の一例を示す斜視図である。
【００４９】
　図示する横目地４０は、スペーサー金具８の取付け片８１に固定される固定片４１と、
固定片４１から室内側に延出して内壁面材２０Ａの上端を挟み込む挟み込み片４２と、を
有する。挟み込み片４２は、先端側の上下の側面において、内壁面材２０Ａ（及び図８に
示す内壁面材２０Ｂ）の端部と係合する凹凸４３を有する。また、横目地４０は既述する
ように樹脂材料から形成されている。
【００５０】
　図７に示すように、横目地４０の固定片４１を内壁面材２０Ａの上端の裏側に入れ込み
、背面に位置する各スペーサー金具８の取付け片８１に対してビス等で固定する。さらに
、横目地４０の挟み込み片４２に鋲４４を打ち込み、鋲４４で横目地４０と内壁面材２０
Ａを接続する。横目地４０が樹脂材料にて形成されており、内壁面材２０Ａもグラスウー
ルボードから形成されていることから、挟み込み片４２の上から鋲４４をグラスウールボ
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ードの内部まで容易に刺し込むことができる。また、この際、挟み込み片４２の有する凹
凸４３が内壁面材２０Ａに嵌まり込むことにより、横目地４０と内壁面材２０Ａが強固に
係合される。
【００５１】
　また、図７に示すように、内壁面材２０の横方向の長さと同様に、横目地４０の長手方
向の長さも、隣接する二つの外壁柱２の芯間距離に相当する長さに設定されている。図示
する左右いずれか一方の外壁柱２と、不図示の他の外壁柱２との間にも同様に横目地４０
が配設されるが、外壁柱２の中央位置において横目地４０が縁切りされていることにより
、後施工にて取付けられる縦目地と横目地４０が干渉することが無くなる。このことは、
以下の縦目地の取付けを説明する箇所で詳説する。以上が、実施形態に係る施工方法にお
ける、下方の内壁面材固定工程となる。
【００５２】
　次に、図８に示すように、横目地４０の上に中間の内壁面材２０Ｂを載置する。内壁面
材２０Ｂを載置した状態において、下方の内壁面材２０Ａを取付けた際と同様、内壁面材
２０Ｂの上方から各スペーサー金具８の有する取付け片８１の上方の一部が露出しており
、ビス孔８１ａが同様に露出している。図示を省略するが、図７と同様に、取付けられた
中間の内壁面材２０Ｂの上端に横目地を載置し、横目地をビス等にてスペーサー金具８に
固定する。
【００５３】
　このように、中間の内壁面材２０Ｂについては、上下の横目地４０によって挟み込まれ
ることにより、上下の横目地４０の挟み込み片４２の有するそれぞれの凹凸４３が内壁面
材２０Ｂの上下端にそれぞれ嵌まり込み、上下の横目地４０と内壁面材２０Ｂが強固に係
合され、中間の内壁面材２０Ｂが固定される。
【００５４】
　図９は、図８の状態における壁構造の縦断面図である。横目地４０の挟み込み片４２と
下方の内壁面材２０Ａが鋲４４で固定されるとともに、挟み込み片４２の先端の上下の側
面にある凹凸４３が下方の内壁面材２０Ａの上端面および中間の内壁面材２０Ｂの下端面
にそれぞれ嵌まり込み、係合していることが分かる。中間の内壁面材２０Ｂは、１つであ
ってもよいし、上下方向に二つ以上取付けられてもよい。以上が、実施形態に係る施工方
法における、中間の内壁面材固定工程となる。
【００５５】
　最上段の中間の内壁面材２０Ｂの上に横目地４０が取付けられた後、図１０に示すよう
に、上方の内壁面材２０Ｃを上ランナー５０を形成する雌ランナー５１の下面に嵌め込み
、雌ランナー５１に対して室内側から雄ランナー５２を差し込むことにより、上ランナー
５０を形成するとともに上方の内壁面材２０Ｃが固定される。上ランナー５０は、例えば
石膏ボード等からなる天井面材７０の端部に係止されている。不図示のＨ形鋼等からなる
天井梁から吊りボルト７５が吊持されており、吊りボルト７５にハンガー７４が接続され
、ハンガー７４に野縁受け７３が支持されると共に、野縁受け７３に野縁７２が支持され
ている。そして、天井面材７０は、複数の野縁７２に固定されている。
【００５６】
　上方の内壁面材２０Ｃが最上段の中間の内壁面材２０Ｂと上ランナー５０に挟み込まれ
て固定されることにより、下ランナー１０と、上ランナー５０と、外壁下地材３に固定さ
れているスペーサー金具８に接続された横目地４０と、により、下方の内壁面材２０Ａと
、中間の内壁面材２０Ｂと、上方の内壁面材２０Ｃが上下方向に並んだ姿勢で固定される
。
【００５７】
　図１１は、縦目地を取付ける前の壁構造を室内側から見た斜視図である。図１１に示す
ように、下方の内壁面材２０Ａと、中間の内壁面材２０Ｂと、上方の内壁面材２０Ｃとに
より、内壁面材ユニット２０が形成される。以上が、実施形態に係る施工方法における、
内壁面材ユニット形成工程となる。
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【００５８】
　内壁面材ユニット形成工程を２回以上繰り返し実行することにより、図１１に示すよう
に、仮設建物の室内側において、複数の内壁面材ユニット２０を水平方向に並設して施工
する。尚、壁の各所に適宜窓が設けられるが、その図示は省略する。
【００５９】
　次に、図１２を参照して、隣接する内壁面材ユニット２０の間に差し込まれる縦目地に
ついて説明する。図示する縦目地６０は、支持片６１と、支持片６１から延出して隣接す
る内壁面材ユニットの間に差し込まれる差し込み片６２とを有する。また、差し込み片６
２は、その先端側の左右の側面において、内壁面材２０の端面と係合する凹凸６３を有し
ている。
【００６０】
　図１１に示すように、隣接する内壁面材ユニット２０の間に、図１２に示す縦目地６０
を差し込み片６２から差し込むようにして縦目地６０を取付けることにより、図１３に示
す仮設建物の壁構造１００が施工される。図１３に示すように、支持片６１は室内側に露
出し、左右の内壁面材ユニット２０を室内側から支持する。
【００６１】
　図１４は、縦目地が配設されている領域のうち、下方の内壁面材の途中で切断した横断
面図である。図１４に示すように、差し込み片６２の有する左右の凹凸６３が左右の内壁
面材ユニット２０（図１４では、下方の内壁面材２０Ａを示す）の端面に係合することに
より、差し込まれただけの縦目地６０が左右の内壁面材ユニット２０から係脱することな
く、左右の内壁面材ユニット２０を室内側から支持することができる。すなわち、縦目地
６０により、内壁面材ユニット２０を形成する個々の内壁面材２０Ａ、２０Ｂ，２０Ｃが
ユニットから抜けることを防止できる。
【００６２】
　図１５は、縦目地が配設されている領域のうち、下方の内壁面材の上方にある横目地の
上から見た横断面図である。図１５に示すように、水平方向に延びる横目地４０は、外壁
柱２の芯付近で縁切りされており、図示するように、それぞれの端面の間に若干の隙間Ｇ
を有する。施工の最後に取付けられる縦目地６０は、横目地４０がない断面では図１４に
示すように相互に密着した内壁面材ユニット２０の間に差し込まれ、横目地４０がある断
面では図１５に示すように隙間Ｇの間に差し込まれる。このように、縦目地６０の差し込
みに際して、既に取付けられている横目地４０と後施工される縦目地６０が干渉すること
はない。
【００６３】
　図示する施工方法によれば、従来構造の仮設建物の有する内壁下地材の取り付けを不要
としながら、良好な施工性の下で壁構造１００を施工することができる。そして、仮設建
物の供用期間が終了し、仮設建物を解体する際には、壁構造１００を施工する順序の逆の
順序で解体を行うことにより、各構成部材を破損させることなく、従って再利用可能な状
態で解体を行うことができる。
【００６４】
　＜窓枠周辺の壁構造＞
　次に、図１６乃至図２１を参照して、実施形態に係る仮設建物の壁構造のうち、窓枠周
辺の壁構造の一例について説明する。
【００６５】
　（第１実施形態の窓枠周辺の壁構造）
　まず、図１６乃至図１９を参照して、第１実施形態の窓枠周辺の壁構造の一例について
説明する。ここで、図１６は、窓枠周辺の壁構造に適用される、固定金物と合板と窓枠カ
バーのユニット部材の一例の斜視図である。また、図１７は、窓枠にユニット部材が取り
付けられている、第１実施形態の窓枠周辺の壁構造の一例の横断面図である。さらに、図
１８は、第１実施形態の窓枠周辺の壁構造の一例の縦断面図であり、図１９は、第１実施
形態の窓枠周辺の壁構造の変形例の縦断面図である。
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【００６６】
　図１７及び図１８に示す仮設建物には、矩形輪郭の窓開口１９０があり、この窓開口１
９０の矩形輪郭に沿うサッシ等の窓枠１９２が窓開口１９０に取り付けられており、例え
ば図示例のように、窓枠１９２の内側に引違い窓等の障子戸１９５が取り付けられている
。
【００６７】
　図１６に示すように、矩形輪郭の窓枠１９２の当該矩形輪郭に沿う窓枠カバー１１０と
、窓枠カバー１１０の四つの側面のそれぞれの表面においてビス留めや接着等により取り
付けられている合板１２０と、それぞれの合板１２０にビス留め等により固定されている
複数の固定金物１３０と、を有するユニット部材１４０が建て付け前に予め製作されてい
る。尚、図示例のユニット部材１４０は矩形輪郭状の部材であるが、図示例以外にも、ユ
ニット部材が枠状の窓枠カバー１１０を構成する四つの片に分割された分割部材であり、
各分割部材が、直線状の窓枠カバー１１０と合板１２０と複数の固定金物１３０を有して
いて、現場にて四つの分割部材が枠状に組み付けられる形態であってもよい。
【００６８】
　窓枠カバー１１０は、図１７及び図１８に示すように断面が縦長のＬ字状を呈している
樹脂製の部材であり、この樹脂にはＰＶＣ（Poly Vinyl Cloride:ポリ塩化ビニル樹脂）
が適用でき、より具体的には、フクビ化学工業株式会社製の製品名「マルチユース窓枠カ
バー」を窓枠カバー１１０として適用することができる。
【００６９】
　合板１２０は、窓枠カバー１１０の表面に取り付けられることにより、窓枠カバー１１
０を補剛する部材である。また、図１７及び図１８に示すように、窓枠カバー１１０の先
端の係合片１１１と合板１２０の間には隙間が設けられており、この隙間に内壁面材２０
Ｂの端部が嵌まり込むことにより、ユニット部材１４０が仮内壁面材２０Ｂに対して固定
される。
【００７０】
　固定金物１３０は、平鋼を曲げ加工することにより、断面Ｌ字状に形成される。図１６
に示すように、固定金物１３０が窓用下地材１８０に取り付けられる側面には、複数のビ
ス孔１３０ａが開設されている。
【００７１】
　図１７及び図１８に示すように、窓枠１９２の周囲には、軽量鉄骨の角形鋼管等からな
る窓用下地材１８０が配設されている。窓枠１９２の上方のまぐさ、下方の窓台、左右の
側方のまぐさ受け等をそれぞれ形成する窓用下地材１８０に対して、断面Ｌ字状の固定金
物１３０がビス等により固定されることにより、ユニット部材１４０が窓用下地材１８０
に固定され、窓枠周辺の壁構造１５０が形成される。
【００７２】
　図示する窓枠周辺の壁構造１５０によれば、内壁下地材が廃された仮設建物の壁におい
て、窓枠カバー１１０と合板１２０の間に内壁面材２０Ｂの端部を嵌まり込ませた状態で
、窓用下地材１８０に対して複数の固定金物１３０を介して窓枠カバー１１０を強固に固
定することができる。また、窓枠カバー１１０と固定金物１３０等が予め一体化されたユ
ニット部材１４０を壁の一般部の施工に連続するようにして取り付けることができるため
、従来の施工方法における窓枠等の取り付けに際して必要とされていた専門工である大工
による施工を不要にできる。
【００７３】
　一方、図１９は、図１７及び図１８に示す固定金物１３０と異なり、断面が略コの字状
の固定金物１３０Ａを有するユニット部材１４０Ａを適用する形態である。
【００７４】
　断面略コの字状の固定金物１３０Ａの一方の側面が窓用下地材１８０にビス等で固定さ
れながら、固定金物１３０Ａの他方の側面が内壁面材２０Ｂの側面に面接触することによ
り、ユニット部材１４０Ａをより一層強固に窓用下地材１８０や内壁面材２０Ｂに固定す
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ることができる。
【００７５】
　（第２実施形態の窓枠周辺の壁構造）
　次に、図２０及び図２１を参照して、第２実施形態の窓枠周辺の壁構造の一例について
説明する。ここで、図２０は、窓枠にユニット部材が取り付けられている、第２実施形態
の窓枠周辺の壁構造の一例の縦断面図であり、図２１は、支持金具の一例の斜視図である
。
【００７６】
　図２０に示すように、第２実施形態に係る窓枠周辺の壁構造１５０Ａは、外壁下地材３
に係合されている支持金具１６０に対して固定金物１３０Ｂが取り付けられ、固定金物１
３０Ｂに対して、矩形輪郭の窓枠カバー１１０と合板１２０により形成されるユニット部
材１４０Ｂが固定されている構造である。尚、窓枠の矩形輪郭に沿う線上に複数の支持金
具１６０が配設され、複数の支持金具１６０に取り付けられている複数の固定金物１３０
Ｂによりユニット部材１４０Ｂが固定される。
【００７７】
　図２１に示すように、支持金具１６０は、図３に示すスペーサー金具８と基本的に同様
の構成を有しており、図３に示す取付け片８１に固定金物１３０Ｂが変更された構成とな
っている。支持金具１６０は、固定金物１３０Ｂに螺合される調整ボルト１６５と、調整
ボルト１６５に螺合して回転しながら固定金物１３０Ｂとの離間が調整される係合本体１
６１とを有する。
【００７８】
　係合本体１６１は、外壁下地材３のリップが挿通されるリップ挿通口１６３と、リップ
挿通口１６３に連通して溝形鋼の立片を調整ボルト１６５の端面とともに挟み込む係合口
１６２と、を有する。外壁下地材３を形成する溝形鋼のリップをリップ挿通口１６３に挿
通させ、係合口１６２に挿入されている溝形鋼の立片に対して、固定金物１３０Ｂを回転
させながら調整ボルト１６５を立片に当接させ、さらに押圧させることにより、外壁下地
材３の所定の位置において固定金物１３０Ｂを有する支持金具１６０の取付けが行われる
。
【００７９】
　固定金物１３０Ｂは、調整ボルト１６５に螺合される断面Ｚ状の縦片１３１と、縦片１
３１の端部から水平に屈曲して水平方向に延出する載置片１３２とを有する。
【００８０】
　図２０に示すように、外壁下地材３の所定の位置に支持金具１６０が固定され、支持金
具１６０にて支持されている固定金物１３０Ｂの縦片１３１の一部が内壁面材２０Ｂに面
接触し、載置片１３２が窓枠カバー１１０及び合板１２０を下方から支持する。
【００８１】
　図示する窓枠周辺の壁構造１５０Ａによっても、内壁下地材が廃された仮設建物の壁に
おいて、窓枠カバー１１０と合板１２０の間に内壁面材２０Ｂの端部を嵌まり込ませた状
態で、外壁下地材３に固定されている支持金具１６０にて支持されている固定金物１３０
Ｂを介して、窓枠カバー１１０を強固に固定することができる。
【００８２】
　図示する一般部の壁構造１００と窓枠周辺部の壁構造１５０，１５０Ａを有する仮設建
物は、供用期間が比較的短い仮設住宅や仮設の宿泊施設等は勿論のこと、ビル等の地下や
屋上に設けられた機械室等の一般建物に付随する非居住施設も含んでいる。壁構造１００
，１５０，１５０Ａがグラスウールボードからなる内壁面材２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃを有
することにより、仮設建物は、断熱性のみならず、吸音性も備えた仮設建物となる。従っ
て、仮設の居住施設の他にも、断熱性と音漏れ防止性の双方が要求される仮設の会議室等
に好適に用いられる。
【００８３】
　尚、上記実施形態に挙げた構成等に対し、その他の構成要素が組み合わされるなどした
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はない。この点に関しては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更することが可能であり
、その応用形態に応じて適切に定めることができる。
【００８４】
　例えば、図示例の仮設建物の壁構造１００，１５０，１５０Ａでは、内壁面材ユニット
２０が、下方の内壁面材２０Ａと、中間の内壁面材２０Ｂと、上方の内壁面材２０Ｃとを
有しているが、内壁面材ユニット２０が下方の内壁面材２０Ａと上方の内壁面材２０Ｃの
みを有する形態であってもよい。また、図示例の仮設建物の壁構造１００，１５０，１５
０Ａは縦目地６０を有しているが、縦目地６０を有していない仮設建物の壁構造（図１１
に示す状態）であってもよい。
【符号の説明】
【００８５】
　１：外壁面材、１ａ：縦目地、１０：下ランナー、１１：雌ランナー、１２：雄ランナ
ー、２：外壁柱、３：外壁下地材（間柱）、２０：内壁面材ユニット、２０Ａ：下方の内
壁面材（内壁面材、グラスウールボード）、２０Ｂ：中間の内壁面材（内壁面材、グラス
ウールボード）、２０Ｃ：上方の内壁面材（内壁面材、グラスウールボード）、４０：横
目地、４１：固定片、４２：挟み込み片、４３：凹凸、４４：鋲、５０：上ランナー、５
１：雌ランナー、５２：雄ランナー、６０：縦目地、６１：支持片、６２：差し込み片、
６３：凹凸、７０：天井面材、８：スペーサー金具、８１：取付け片、８２：係合本体、
８３：調整ボルト、８４：係合口、８５：リップ挿通口、１００：仮設建物の一般部の壁
構造（一般部の壁構造、仮設建物の壁構造）、１１０：窓枠カバー、１２０：合板、１３
０，１３０Ａ、１３０Ｂ：固定金物、１４０，１４０Ａ，１４０Ｂ：ユニット部材、１５
０，１５０Ａ：仮設建物の窓枠周辺の壁構造（窓枠周辺の壁構造、仮設建物の壁構造）、
１６０：支持金具、１８０：窓用下地材、１９０：窓開口、１９２：窓枠（サッシ）、１
９５：障子戸
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